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高鍋町告示第41号 

 令和６年第３回高鍋町議会定例会を次のとおり招集する。 

    令和６年８月30日 

                              高鍋町長 黒木 敏之 

１ 期 日  令和６年９月５日（木） 

２ 場 所  高鍋町役場議場 

──────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

日髙 正則君          森﨑 英明君 

橋  重文君          春成  勇君 

兒玉 秀人君          中村 末子君 

田中 義基君          森  弘道君 

加藤 秀文君          樫原 富子君 

松岡 信博君          緒方 直樹君 

古川  誠君          永友 良和君 

──────────────────────────────── 

○９月９日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月10日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月11日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○９月24日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

──────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────────── 

令和６年 第３回（定例）高 鍋 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                           令和６年９月５日（木曜日） 

────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       令和６年９月５日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 諸報告 

      （１）議長の会務報告 

      （２）議員派遣の報告 

      （３）常任委員会行政調査の報告 

      （４）本省要望の報告 

      （５）例月現金出納検査結果報告 

      （６）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて（専決第５号）［令和６年

度高鍋町一般会計補正予算（第５号）］ 

 日程第５ 報告第３号 令和５年度高鍋町一般会計継続費精算について 

 日程第６ 報告第４号 令和５年度高鍋町健全化判断比率について 

 日程第７ 報告第５号 令和５年度高鍋町公営企業資金不足比率について 

 日程第８ 報告第６号 令和５年度高鍋町教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価等について 

 日程第９ 同意第６号 教育委員会委員の任命について 

 日程第10 議案第50号 令和５年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て 

 日程第11 議案第51号 令和５年度高鍋町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

 日程第12 認定第１号 令和５年度高鍋町一般会計歳入歳出決算について 

 日程第13 認定第２号 令和５年度高鍋町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について 

 日程第14 認定第３号 令和５年度高鍋町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につい

て 

 日程第15 認定第４号 令和５年度高鍋町介護認定審査会特別会計歳入歳出決算につい

て 

 日程第16 認定第５号 令和５年度高鍋町介護保険特別会計歳入歳出決算について 

 日程第17 認定第６号 令和５年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計歳入歳出決

算について 
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 日程第18 認定第７号 令和５年度西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計歳入歳出

決算について 

 日程第19 認定第８号 令和５年度高鍋町水道事業会計決算について 

 日程第20 認定第９号 令和５年度高鍋町下水道事業会計決算について 

 日程第21 議案第52号 町道認定路線の廃止及び町道路線の認定について 

 日程第22 議案第53号 高鍋町国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第23 議案第54号 高鍋町手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第24 議案第55号 令和６年度高鍋町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第25 議案第56号 令和６年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第26 議案第57号 令和６年度高鍋町介護認定審査会特別会計補正予算（第１号） 

 日程第27 議案第58号 令和６年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第28 議案第59号 令和６年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第29 令和５年度高鍋町一般会計及び特別会計等決算審査結果報告 

──────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 諸報告 

      （１）議長の会務報告 

      （２）議員派遣の報告 

      （３）常任委員会行政調査の報告 

      （４）本省要望の報告 

      （５）例月現金出納検査結果報告 

      （６）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて（専決第５号）［令和６年

度高鍋町一般会計補正予算（第５号）］ 

 日程第５ 報告第３号 令和５年度高鍋町一般会計継続費精算について 

 日程第６ 報告第４号 令和５年度高鍋町健全化判断比率について 

 日程第７ 報告第５号 令和５年度高鍋町公営企業資金不足比率について 

 日程第８ 報告第６号 令和５年度高鍋町教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価等について 

 日程第９ 同意第６号 教育委員会委員の任命について 

 日程第10 議案第50号 令和５年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て 

 日程第11 議案第51号 令和５年度高鍋町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 
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 日程第12 認定第１号 令和５年度高鍋町一般会計歳入歳出決算について 

 日程第13 認定第２号 令和５年度高鍋町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について 

 日程第14 認定第３号 令和５年度高鍋町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につい

て 

 日程第15 認定第４号 令和５年度高鍋町介護認定審査会特別会計歳入歳出決算につい

て 

 日程第16 認定第５号 令和５年度高鍋町介護保険特別会計歳入歳出決算について 

 日程第17 認定第６号 令和５年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計歳入歳出決

算について 

 日程第18 認定第７号 令和５年度西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計歳入歳出

決算について 

 日程第19 認定第８号 令和５年度高鍋町水道事業会計決算について 

 日程第20 認定第９号 令和５年度高鍋町下水道事業会計決算について 

 日程第21 議案第52号 町道認定路線の廃止及び町道路線の認定について 

 日程第22 議案第53号 高鍋町国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第23 議案第54号 高鍋町手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第24 議案第55号 令和６年度高鍋町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第25 議案第56号 令和６年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第26 議案第57号 令和６年度高鍋町介護認定審査会特別会計補正予算（第１号） 

 日程第27 議案第58号 令和６年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第28 議案第59号 令和６年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第29 令和５年度高鍋町一般会計及び特別会計等決算審査結果報告 

──────────────────────────────── 

出席議員（13名） 

１番 日髙 正則君       ２番 森﨑 英明君 

３番 橋  重文君       ５番 春成  勇君 

６番 兒玉 秀人君       ８番 田中 義基君 

10番 森  弘道君       11番 加藤 秀文君 

12番 樫原 富子君       13番 松岡 信博君 

14番 緒方 直樹君       15番 古川  誠君 

16番 永友 良和君                 

──────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

７番 中村 末子君                 

──────────────────────────────── 

欠  員（なし） 
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──────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 徳永 惠子君   事務局長補佐 永友 優一君 

議事調査係長 宮本 敦子君                 

──────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 黒木 敏之君   副町長 ………………… 小山 圭一君 

教育長 ………………… 奥村 昌美君   代表監査委員 ………… 三輪 見敏君 

農業委員会会長 ……… 坂本 弘志君                      

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………… 横山 英二君 

財政経営課長 ………… 野中 康弘君   建設管理課長 ………… 芥田 賢治君 

農業政策課長 ………… 飯干 雄司君   農業委員会事務局長 … 杉  英樹君 

地域政策課長 ………… 山下 美穂君   危機管理課長 ………… 宮越 信義君 

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 鳥取 和弘君 

町民生活課長 ………… 日高 茂利君   健康保険課長 ………… 井戸川 隆君 

福祉課長 ……………… 杉田 将也君   税務課長 ……………… 濱本 生代君 

上下水道課長 ………… 渡部 忠士君   教育総務課長 ………… 岩佐 康司君 

社会教育課長 ………… 濱本 明俊君                      

──────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（永友 良和）  おはようございます。只今から令和６年第３回高鍋町議会定例会を

開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 この際、議会運営委員会の報告を求めます。委員長、日髙正則議員。 

○議会運営委員会委員長（日髙 正則君）  １番、日髙正則。おはようございます。 

 令和６年第３回高鍋町議会定例会の招集に伴いまして、去る９月２日午前１０時より第

３会議室におきまして、議会運営委員１名欠席の５名、議長、副議長はオブザーバーとし

て出席、執行部より副町長、総務課長、財政経営課長の３名、議会事務局より日程説明の

ため議会事務局長と補佐の２名が出席し、議会運営委員会を開催いたしましたので御報告

いたします。 

 今回の定例会に提案されます案件は、議案第４９号専決処分の承認を求めることについ

て（専決第５号）［令和６年度高鍋町一般会計補正予算（第５号）］、報告第３号令和

５年度高鍋町一般会計継続費精算について外報告が３件、同意第６号教育委員会委員の任

命について、議案第５０号令和５年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て、議案第５１号令和５年度高鍋町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、認

定第１号令和５年度高鍋町一般会計歳入歳出決算について外認定が８件、議案第５２号町
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道認定路線の廃止及び町道路線の認定について、議案第５３号高鍋町国民健康保険条例の

一部改正について外条例の一部改正が１件、議案第５５号令和６年度高鍋町一般会計補正

予算（第６号）、議案第５６号令和６年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）外特別会計補正予算が２件、議案第５９号令和６年度高鍋町下水道事業会計補正予

算（第１号）の合計２５件であります。 

 執行部から説明を受け質疑を求めましたところ、質疑はなく、その後、議会事務局より

会期日程についての説明を受け、会期については、本日９月５日から９月２４日までの

２０日間で行うことで委員全員の意見の一致を見ましたので、御報告いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（永友 良和）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、８番、田中義基議員、１０番、

森弘道議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．諸報告 

○議長（永友 良和）  日程第２、諸報告を行います。 

 まず、議長の会務報告につきましては、別紙がお手元に配付してありますが、これによ

り朗読及び説明を省略して差し支えございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって、議長の会務報告は朗読及び説明

を省略いたします。 

 次に、議員派遣の報告につきましては、報告書がお手元に配付してありますので、これ

により報告といたします。 

 次に、常任委員会行政調査の報告を求めます。総務厚生常任委員会委員長、田中義基議

員。 

○総務厚生常任委員会委員長（田中 義基君）  ８番。総務厚生常任委員会の行政調査報告

をさせていただきます。 

 日時は７月４日から５日までの２日間、委員７名、事務局１名の計８名で、岐阜県岐阜

市において取り組まれている自動運転ＧＩＦＵ ＨＥＡＲＴ ＢＵＳと嚶鳴協議会呼びか

け自治体であります愛知県東海市を調査先として研修してまいりました。 

 まず初日の４日は、本町における今後の、いわゆる交通弱者、買物弱者への救済策、ま

た、高齢ドライバー問題の対応策について、何らかの参考にならないかと考え、国内で唯

一、中心市街地での走行実証実験を続けておられる岐阜市の自動運転バスＧＩＦＵ ＨＥ

ＡＲＴ ＢＵＳについて視察研修を行いました。あらかじめ乗車予約をしておいたこのバ

スに、岐阜駅から市役所まで２０分ほど試乗させてもらった上で、用意していただいた会

場に向かい、岐阜市の職員の方から説明を受けました。 
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 都市建設部長の太田氏から、まず、この自動運転バス導入に関する取組を説明するのに

不可欠として、岐阜市の都市計画まちづくりについて話をもらいました。名古屋市のベッ

ドタウンとして成長してきたが、岐阜駅、岐阜公園などの幾つかの拠点を設け、その点と

点をつなぎながら、併せて面的な都市の再開発を行うことを計画し、それが今、三十数年

かけて完成に近づいている。その経緯の中で、より以上の集客を呼び込む起爆剤としての

幾つかの事業の取組を検討し、その１つが、この自動運転バスであるとのことでした。 

 このバスの導入に至るまでの経緯ですが、令和元年度に岐阜市公共交通自動運転技術活

用研究会を設立し、国交省のスマートシティモデル事業重点事業化促進モデル事業に、そ

して内閣府の近未来技術等社会実験事業に選定され、令和２年度に自動運転実証実験を開

始。令和５年度から、中心市街地では全国初となる自動運転バスＧＩＦＵ ＨＥＡＲＴ 

ＢＵＳの５年間の継続運行がスタートしたとのことです。運行主体は岐阜市。その運行管

理を公募型プロポーザルで選定された株式会社ＢＯＬＤＬＹに、オペレーションを株式会

社岐阜乗合自動車と株式会社日本タクシーに、それぞれ役割を分け実施しておられます。

これから先は、県や警察なども巻き込みながらルートを増やし、さらなる技術開発やビジ

ネスモデルの構築を目指していくとのことでした。 

 令和５年度からはレベル２からレベル４への段階的なアップ実現へ向け取組を行い、完

全自動右折の実現、信号協調装置整備、予約システムの利便性向上などの走行環境の整備

のための技術の検証を行っていかれるようです。 

 併せてバス停の拡充や水戸岡鋭治氏のデザインを宣伝し、全小学校児童への体験乗車な

どによって、これまで以上の社会受容性の向上を目指していくとのことでした。 

 岐阜市は、コミュニティバス、デマンド型タクシーも充実しているように思われますが、

人口減少や高齢化、高齢ドライバーの問題等があらわになった頃から、いち早く自動運転

バス導入に向けて取り組んでこられたようです。そのおかげで、結果、この実証実験に必

要な車両導入経費、システム関連経費、信号機整備費、ＡＩカメラ、センサーなど、イン

フラ整備経費など多くが国費等で賄われてきており、今後５年間の継続運行経費も自己財

源の持ち出しはないとのことでした。 

 説明後に、ふだんは休日しか運行していない岐阜市役所から長良川沿いの川原町の古い

町並みや御鮨街道を周回する観光コースを特別に運行していただき、その面白さ、すばら

しさを体感させてもらいました。 

 当町では、デマンドバスの運行、近隣町とのコミュニティバス運行が始まったばかりで

すが、これからの自動運転バスの導入については無理があるとは思われますが、岐阜市の

ように取組の仕方によっては早い者勝ちで財源までついてくる何らかの新たな事業に取り

組める可能性があるかもしれないことを念頭に、今後の計画を進めていく必要があること

を痛感いたしました。 

 ２日目の５日は、当町と姉妹都市を結んでいる米沢市との関係で、現在、交流を深めて

いる愛知県東海市に表敬の意図を持って訪問してきました。当町も参加している嚶鳴協議
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会を呼びかけた中心自治体であります。東海市は、江戸時代の偉大な学者の一人である、

その時代に大きな影響を与えた細井平洲先生の生誕の地です。その平洲先生は嚶鳴フォー

ラムの名称の基となった嚶鳴塾の創設者でもあり、米沢藩主、上杉鷹山公の師匠として、

その政治や教育に大きな影響を与えた学者として尊敬され、深く顕彰されております。そ

の生き方、考え方について、担当の職員の方から平洲記念館や郷土資料館、芸術劇場、嚶

鳴広場を案内いただき説明を受けることができました。 

 その東海市、面積は高鍋町とほぼ同じ４３.４３平方キロメートル、人口は約１１万人

で、鉄鋼基地を加えた工業都市としての姿を見せていますが、一方ではフキ、洋ランの生

産地でもあり、農業地域としての一面もあるようです。特徴的なのは、歳入の約半分が市

税で構成されており、交付税の不交付団体であることで、芸術劇場や嚶鳴広場の入ったユ

ウナル東海、そのほかの建物などの立派さには不交付団体の財政力のすごさを目の当たり

にし、委員一同、驚きを感じた次第でした。 

 以上、総務厚生常任委員会の行政調査報告を終わります。 

○議長（永友 良和）  次に、文教産業建設常任委員会行政調査の報告を求めます。本報告

につきましては、本日、委員長が欠席でありますので、副委員長が行います。副委員長、

加藤秀文議員。 

○文教産業建設常任委員会副委員長（加藤 秀文君）  １１番、加藤秀文でございます。お

はようございます。 

 第２回定例議会において、文教産業建設常任委員会は閉会中行政調査を認められました

ので、これを報告いたします。 

 なお、報告書作成に当たり、各委員の報告書内容を織り混ぜて作成いたしました。 

 日程、人員は、６月２７日、２８日の２日間、委員６名、事務局１名の計７名です。 

 今回の目的は、京都市立岩倉北小学校で４年前から取り組まれているチーム担任制の調

査、２つ目は大阪中央卸売市場での宮崎県青果物の現状と位置づけ及び今後の課題の調査

です。 

 ６月２７日木曜、京都市立岩倉北小学校では、学校の教育方針「自走自在」を掲げられ、

新たな学校づくりとしてチーム担任制を３年間実践されています。自走とは、自分で考え、

自分で決め、自分で行動し、自分で振り返るという一連の自立した行動、自在とは、常に

自分を持って、他人に起こったことを偏見や垣根なしに自分事として考えるという自覚的

な意識を持つことを教育方針として実践されています。 

 次に、チーム担任制とは、例えば１学年２クラスを３人の教員が担当することで、従来

の１クラスを１人の先生が担当する固定担任制ではないという点が、新たな学校づくりへ

の取組となっています。このチーム担任制は、現在、京都市内で広がりを見せ、今年は

２７校で導入されています。 

 チーム担任制の目的は、全職員で全校生徒を見つめる仕組みで、児童１人１人を複数の

目で多面的に理解し、複数の手で多様な関わり合いを持ちながら隣のクラスとの隔たりを
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なくすことで、児童の心の安心と相互の信頼関係を築く取組です。 

 また、担任については、１つの学級を１人で担当するのではなくチームで担当するため、

通常業務の負担軽減につながることを目的としているようです。 

 なお、チーム担任制は、各学年の課題を解決するために、校長が職員の意見を聞きなが

ら柔軟な発想で進めていくことが重要であることも理解できました。これらの取組から、

閉鎖的な学級づくりや人間関係の閉塞感をなくすことを課題として取り組まれています。 

 現在、全国的な少子化と言われる中、マンモス小学校での取組は不可能だと考えますが、

本町の学校の児童数ならば、このような方針の下、チーム担任制は可能ではないかと考え

ました。短時間の滞在でしたが、授業も見学でき、児童は伸び伸びと真剣に授業に参加し

ている様子を見て、うれしい気持ちになりました。 

 また、若い先生がほとんどで、校長先生同様、固定観念にとらわれず柔軟な発想で学校

運営に携わっているようでした。今後、転勤などでそれまでの担任が学校を去った後、後

任となる先生がどう引き継いでいけるのかなど、人事的に解決しなければならない課題は

あると思いますが、ぜひ本町でも、この事例を基に取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、６月２８日金曜、大阪市中央卸売市場について報告いたします。 

 この市場は国内で３本の指に入る敷地の広さで、産地から計画的な集荷に努め、公正な

値決めを行い、消費者に安定供給を行う生鮮食品流通において中心的な役割を担っており、

国内産野菜の７０％を卸売市場で経由・流通させているようです。 

 ここでの宮崎県野菜の取引額での位置づけは、取引先３０の県別中、平成１年６位、平

成１５年１２位、令和１年１２位、令和５年１２位となっているようです。 

 当日、市場に事務所のある大阪中央青果株式会社常務取締役、木下氏の話の中で、今後

の農業でますます重要なことは、品質、良いものを、量、定量を継続、安定して出荷でき

ること、また、市場イコール消費者が何を望んでいるのか、その情報を徹底して集めるこ

とが必要、さらに、機械化できない作物づくりにチャンスがあることも教えていただきま

した。 

 大阪中央青果では、生産地宮崎県及びＪＡみやざき児湯支部とも２０年以上の信頼関係

がありますので、今後とも協力したいと話されていました。 

 また、木下氏からの要望として、東国原氏が宮崎県知事であった時代、マンゴーを中心

にみやざきブランドが確立され、それ以後もブランド価値は維持されている。このことか

ら、地元高鍋町の農産品の価値を高めるには行政の協力が必要、行政トップがスーパー

セールスマンとして来所していただければ、市場関係者及び取引先に対してよい影響を与

えますので、ぜひおいでいただきたいとのことでした。このことから、たかなべブランド

が確立できる足掛かりになるのではないだろうかと考えました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（永友 良和）  以上で、常任委員会行政調査報告を終わります。 

 次に、本省要望の報告につきましては、報告書がお手元に配付してありますので、これ



- 10 - 

により報告といたします。 

 次に、例月現金出納検査結果報告につきましては、報告書がお手元に配付してあります

ので、これにより報告といたします。 

 次に、町長の政務報告を行います。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。皆さん、おはようございます。令和６年６月１日から８月

３１日までの主な政務について御報告申し上げます。 

 まず、健幸アンバサダー養成講座についてでございますが、６月２３日日曜日、健康に

関する正しい知識などを身近な人に伝える健幸アンバサダーを養成することを目的に、た

かしんホール作業室において開催いたしました。健康に関する正しい情報を口コミで広げ

る伝道師の役割を担う健幸アンバサダーを養成していくことで、町民が健康で幸せな生活

を送ることができるような社会の実現に寄与するものと期待しております。 

 次に、上杉鷹山公ＮＨＫ大河ドラマ化要望活動についてでございますが、６月２４日月

曜日、日本放送協会（ＮＨＫ）において要望活動を行いました。担当センター長に御対応

いただき、上杉鷹山公を中心としたＮＨＫ大河ドラマの実現を要望いたしました。今後も、

ドラマ化の実現に向け、積極的に活動してまいりたいと考えております。 

 次に、特別展、高鍋町美術館「開館２５周年記念 フォーエバー現代美術館コレクショ

ン 草間彌生展」についてでございますが、７月１３日土曜日から９月２３日月曜日まで、

高鍋町美術館において開催しております。フォーエバー現代美術館が所蔵するコレクショ

ンの中から草間彌生氏による油絵、水彩画、アクリル画、版画作品約３０点を展示してお

ります。世界を舞台に活躍する同氏の魅力を十分に感じていただけるものと考えておりま

す。 

 次に、高鍋町消防団代表操法技術披露会についてでございますが、７月２０日土曜日、

高鍋商工会館駐車場において開催いたしました。団員の負担軽減のため、町消防操法大会

から形式を刷新し、３回目の開催となりました。各部から選出された要員で構成される小

型ポンプ、小型ポンプ積載車及びポンプ自動車、各部門の代表チームが出場し、機敏な動

きで日頃の訓練の成果を存分に発揮していました。また、各部門の操法披露の合間にはラ

ッパ隊による吹奏も行われ、会場を盛り上げていただきました。 

 今後も引き続き消防団員の環境改善に努め、団員の確保を図り、地域防災力の充実強化

を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、高鍋町地域力創造アドバイザー委嘱状交付式についてでございますが、８月１日

木曜日、高鍋町役場において執り行いました。高鍋町地域資源循環アドバイザーとして、

ＬＯＣＡＬ ＢＡＭＢＯＯ株式会社代表取締役の江原太郎氏を委嘱し、オーガニックタウ

ンの特色強化、地域資源循環の推進及び農育・食育の推進等に関する指導、助言を得なが

ら、有機農業の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、その他の政務については、お手元の政務報告にて御確認いただきますようお願い

申し上げます。 
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○議長（永友 良和）  以上で、日程第２、諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．会期の決定 

○議長（永友 良和）  次に、日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、会期日程予定表のとおり、本日から９月２４日

までの２０日間にしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月２４日まで

の２０日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第４９号 

○議長（永友 良和）  日程第４、議案第４９号専決処分の承認を求めることについて（専

決第５号）［令和６年度高鍋町一般会計補正予算（第５号）］を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。議案第４９号専決処分の承認を求めることについて（専決

第５号）［令和６年度高鍋町一般会計補正予算（第５号）］について、提案理由を申し上

げます。 

 今回の専決処分は、東小学校第２棟の空調機が故障し、修理不能となったことに伴い、

リースによる空調機を設置するための予算及び高鍋総合運動公園野球場改修工事実施設計

予算について、国の設計業務報酬基準の改正等に伴い、委託費が増額となり予算の不足が

見込まれ、いずれも緊急性が高いことから、当該事業に要する予算を確保するための補正

予算を調整することについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和６年７月

１２日付で、やむを得ず専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

 専決処分の内容といたしましては、令和６年度一般会計補正予算（第５号）であり、今

回の補正は歳入歳出それぞれ９２７万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ１１７億２,７５４万２,０００円とするものでございます。歳入は、県支出金、財政

調整基金からの繰入金を増額するものでございます。 

 以上、本案につきまして御承認を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（永友 良和）  続きまして、担当課長の詳細説明を求めます。財政経営課長。 

○財政経営課長（野中 康弘君）  財政経営課長。詳細説明を申し上げます。 

 補正予算書８、９ページを御覧ください。 

 教育費、小学校費、学校管理費につきましては、東小学校第２棟の空調機が故障し、修

理不能となったことから、教育環境の確保を図るため、窓への設置が可能なウインドクー

ラー１６台をリースにて調達し、設置するものでございます。リース期間は、２学期が始

まる８月２６日から１０月２５日までの２か月間を予定しております。 
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 次に、教育費、保健体育費、体育施設費でございますが、当初予算に計上した高鍋総合

運動公園野球場改修工事実施設計予算につきまして、国の設計業務報酬基準の改正等に伴

い委託費が増額となり、予算の不足が見込まれております。当該野球場は、令和９年、宮

崎県での開催が決定した第８１回国民スポーツ大会、成年男子、軟式野球大会の会場とし

て使用されることから、改修工事に向けた設計を速やかに実施するため、所要額を計上し

たものでございます。 

 補正予算書６、７ページを御覧ください。 

 教育費県補助金、国民スポーツ大会市町村競技施設整備費補助金につきましては、大会

の円滑な運営に資するため、競技施設の整備事業を実施する市町村に交付されるもので、

工事設計委託料の増額により見込まれる額を計上いたしました。 

 次に、財政調整基金繰入金につきましては、予算の調整財源として計上したものでござ

います。 

 詳細説明は以上です。 

○議長（永友 良和）  以上で説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４９号を起立によって採決します。本件は原案のとおり決定することに

賛成議員は御起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（永友 良和）  起立全員と認めます。したがって、議案第４９号専決処分の承認を

求めることについて（専決第５号）［令和６年度高鍋町一般会計補正予算（第５号）］は、

原案のとおり承認されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第３号 

日程第６．報告第４号 

日程第７．報告第５号 

日程第８．報告第６号 

○議長（永友 良和）  日程第５、報告第３号令和５年度高鍋町一般会計継続費精算につい

てから、日程第８、報告第６号令和５年度高鍋町教育に関する事務の管理及び執行の状況
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の点検及び評価等についてまで、以上４件を議題といたします。 

 まず、町長の報告を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。報告第３号令和５年度高鍋町一般会計継続費精算について

から、報告第５号令和５年度高鍋町公営企業資金不足比率についてまで、一括して御報告

申し上げます。 

 まず、報告第３号令和５年度高鍋町一般会計継続費精算についてでありますが、令和

４年度及び５年度の２か年度継続事業として実施いたしました。防衛施設周辺道路改修等

事業が終了しましたので、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により継続費精算報

告書を調整し、御報告するものでございます。 

 次に、報告第４号令和５年度高鍋町健全化判断比率についてでござますが、地方公共団

体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債比率及び将来負担比率につきまして御報告するものでございます４つの健

全化判断比率のいずれかが、括弧書きで記載しております早期健全化基準以上である場合

は、財政健全化計画を定めなければならないと規定されておりますが、本町におきまして

は、いずれの比率も早期健全化基準未満となっております。 

 次に、報告第５号令和５年度高鍋町公営企業資金不足比率についてでございますが、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、公営企業の資金不

足比率につきまして御報告するものでございます。公営企業の資金不足比率が経営健全化

基準である２０％以上である場合は、経営健全化計画を定めなければならないと規定され

ております。本町におきましては、水道事業会計、下水道事業会計が対象となりますが、

いずれも資金不足は発生しておりません。 

 以上、３件につきまして御報告を申し上げます。 

○議長（永友 良和）  次に、教育長の報告を求めます。教育長。 

○教育長（奥村 昌美君）  教育長。報告第６号令和５年度高鍋町教育に関する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価等について御報告申し上げます。 

 本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定により提出す

るものでございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．同意第６号 

○議長（永友 良和）  日程第９、同意第６号教育委員会委員の任命についてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。同意第６号教育委員会委員の任命について、提案理由を申

し上げます。 

 現委員の小泉桂一氏が令和６年１１月３０日をもって任期満了になりますことに伴い、

新たに榎本憂子氏を同委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 このことにつきまして御同意を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（永友 良和）  続いて、略歴の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（横山 英二君）  それでは、略歴を御紹介いたします。 

 氏名、榎本憂子、生年月日、昭和５７年９月２５日、４１歳、現住所、高鍋町大字上江

８１７番地、最終学歴、平成１７年３月、長崎県立大学経済学部経済学科卒業、職歴等、

平成１７年１１月、宮崎市立本郷小学校教育アシスタント、平成１９年４月、宮崎県立宮

崎中央支援学校寄宿舎指導員、平成２４年４月、同上非常勤職員、平成２４年１０月、同

上退職、現在に至っておられます。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  以上で説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。１番、日髙正則議員。 

○１番（日髙 正則君）  １番、日髙正則。今、略歴が報告があったんですけど、平成

２４年の１０月に退職されておりますが、それ以後、何かされていなかったんでしょうか。 

○議長（永友 良和）  総務課長。 

○総務課長（横山 英二君）  総務課長。特に何もされていなかったというふうに伺ってお

ります。 

○議長（永友 良和）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  これで質疑を終わります。 

 本件は人事案件でありますので、討論を省略し、直ちに採決に入ります。 

 これから同意第６号を起立によって採決します。本件は同意することに賛成議員は御起

立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（永友 良和）  起立全員と認めます。したがって、同意第６号教育委員会委員の任

命につきましては、同意することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第５０号 

日程第１１．議案第５１号 

日程第１２．認定第１号 

日程第１３．認定第２号 

日程第１４．認定第３号 

日程第１５．認定第４号 

日程第１６．認定第５号 

日程第１７．認定第６号 

日程第１８．認定第７号 
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日程第１９．認定第８号 

日程第２０．認定第９号 

日程第２１．議案第５２号 

日程第２２．議案第５３号 

日程第２３．議案第５４号 

日程第２４．議案第５５号 

日程第２５．議案第５６号 

日程第２６．議案第５７号 

日程第２７．議案第５８号 

日程第２８．議案第５９号 

○議長（永友 良和）  日程第１０、議案第５０号令和５年度高鍋町水道事業会計未処分利

益剰余金の処分についてから、日程第２８、議案第５９号令和６年度高鍋町下水道事業会

計補正予算（第１号）まで、以上１９件を一括議題といたします。 

 一括して提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。議案第５０号令和５年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰

余金の処分についてから、議案第５９号令和６年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第

１号）についてまで、一括して提案理由を申し上げます。 

 まず、議案第５０号令和５年度高鍋町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてで

ございますが、本案につきましては、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、同剰

余金の処分について議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第５１号令和５年度高鍋町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

でございますが、本案につきましては、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、同

剰余金の処分について議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、認定第１号令和５年度高鍋町一般会計歳入歳出決算についてから、認定第９号令

和５年度高鍋町下水道事業会計決算についてまででございますが、令和５年度各会計の歳

入歳出の決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定により議会の認定に付すもの

でございます。 

 初めに、認定第１号の一般会計については、歳入総額１１３億５,８８４万７,１６８円、

歳出総額１０６億９,６９６万８,８７７円、差引き６億６,１８７万８,２９１円となって

おります。 

 次に、認定第２号の国民健康保険特別会計については、歳入総額２４億４,１８９万

１,６５９円、歳出総額２４億７４５万８,２１１円、差引き３,４４３万３,４４８円とな

っております。 

 次に、認定第３号の後期高齢者医療特別会計については、歳入総額５億６,８４６万

６,７８０円、歳出総額５億６,８４６万７８０円、差引き６,０００円となっております。 

 次に、認定第４号の介護認定審査会特別会計については、歳入総額１,０４３万
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４,０００円、歳出総額９１６万５,３３５円、差引き１２６万８,６６５円となっており

ます。 

 次に、認定第５号の介護保険特別会計については、歳入総額１９億８,６８０万

５,１２０円、歳出総額１８億８,４４４万４,８２９円、差引き１億２３６万２９１円と

なっております。 

 次に、認定第６号の一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計については、歳入総額１,７３９万

５,０９４円、歳出総額１,６６９万２,４２５円、差し引き７０万２,６６９円となってお

ります。 

 次に、認定第７号の西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計については、歳入総額

１６万２,１０２円、歳出総額１３万６,５１６円、差引き２万５,５８６円となっており

ます。 

 次に、認定第８号令和５年度高鍋町水道事業会計決算についてでございますが、地方公

営企業法第３０条第４項の規定により議会の認定に付するものでございます。 

 収益的収入総額４億３,３６２万１,７４２円、支出総額４億３,００４万６,７１６円で、

当年度の純利益は３５７万５,０２６円でございました。 

 次に、資本的収支でございますが、収入総額１億円、支出総額３億２,４８６万

４,７８２円となっております。なお、資本的収入が支出に対しまして不足する額２億

２,４８６万４,７８２円は、当年度の損益勘定留保資金等で補填いたしました。 

 次に、認定第９号令和５年度高鍋町下水道事業会計決算についてでございますが、地方

公営企業法第３０条第４項の規定により議会の認定に付するものでございます。 

 収益的収入総額３億４,６４６万２,５６７円、支出総額３億２,３７７万４,２９５円で、

当年度純利益は２,２６８万８,２７２円でございました。 

 次に、資本的収支でございますが、収入総額９,１０３万８,４１０円に対し、支出総額

１億９,６２２万６６８円となっております。なお、資本的収入が支出に対しまして不足

する額１億５１８万２,２５８円は、当年度損益勘定留保資金等で補填いたしました。 

 次に、議案第５２号町道認定路線の廃止及び町道路線の認定についてでございますが、

町道大峯村６線の終点の位置が道路付け替えにより変更となるため廃止し、新規認定を行

うため、道路法第８条第２項及び道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を求める

ものでございます。 

 次に、議案第５３号高鍋町国民健康保険条例の一部改正についてでございますが、本案

は令和６年１２月２日から被保険者証が廃止されることに伴い、関係部分について所要の

改正を行うものでございます。 

 次に、議案第５４号高鍋町手数料徴収条例の一部改正についてでございますが、高鍋駅

利用者の利便性向上を図るため、１０月１日から駐車場使用料を無料とすることを含む高

鍋町自動車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例が６月議会で可決

されたことを受け、高鍋町手数料徴収条例第２条、別表、高鍋町自動車等駐車場定期駐車
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券再発行手数料の項目を削除するものでございます。 

 次に、議案第５５号令和６年度高鍋町一般会計補正予算（第６号）についてでございま

すが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ４億２,８０９万５,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１２１億５,５６３万７,０００円とするものでございます。 

 補正の主なものについてでございますが、歳出では、令和５年度決算剰余金の一部を財

政調整基金への積立金として措置するほか、新型コロナワクチン予防接種事業、企業立地

補助金、町単独道路改良事業等の追加及び人事異動等に伴う人件費の調整などを行うもの

でございます。 

 財源といたしましては、国県支出金、寄附金、諸収入等でございます。 

 併せまして、地方債につきまして、単独道路改良事業ほか３件の変更を行うものでござ

います。 

 次に、議案第５６号令和６年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

てでございますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ６万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ２３億２,２８１万８,０００円とするものでございます。 

 補正の内容といたしましては、職員の人事異動に伴う人件費の調整でございます。 

 次に、議案第５７号令和６年度高鍋町介護認定審査会特別会計補正予算（第１号）につ

いてでございますが、今回の補正は、歳入歳出の予算の総額に変更はなく、令和５年度事

業費の確定に伴い、歳入の費目間で財源更正するものでございます。 

 次に、議案第５８号令和６年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてで

ございますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ９,７３７万１,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ２０億２,９９３万５,０００円とするものでございます。 

 補正の主なものは、歳出では、令和５年度事業費確定に伴う国庫支出金等返還金、支払

基金返還金、一般会計繰出金及び介護給付費準備基金積立金の増額、職員の人事異動に伴

う人件費の調整でございます。歳入は、令和５年度決算に伴う繰越金の増額、職員の人事

異動に伴う人件費等に関わる一般会計繰入金の減額でございます。 

 次に、議案第５９号令和６年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第１号）についてでご

ざいますが、今回の補正は、当初予算第４条に定めた資本的収入を６６１万円減額し、資

本的支出を７００万円増額するものでございます。 

 補正の内容といたしましては、資本的支出については、高鍋浄化センターの機器の更新

に伴う増額、資本的収入については、主に令和５年度下水道事業会計決算の確定に伴い、

他会計負担金を減額するものでございます。 

 以上、１９件の議案等につきまして御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（永友 良和）  暫時休憩いたします。 

午前10時49分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時49分再開 
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○議長（永友 良和）  再開いたします。 

 

○議長（永友 良和）  ここでしばらく休憩いたします。１１時より再開いたします。 

午前10時51分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時07分再開 

○議長（永友 良和）  再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．令和５年度高鍋町一般会計及び特別会計等決算審査結果報告 

○議長（永友 良和）  日程第２９、令和５年度高鍋町一般会計及び特別会計等決算審査結

果の報告を求めます。三輪見敏代表監査委員。 

○代表監査委員（三輪 見敏君）  代表監査委員。それでは、監査委員２名を代表いたしま

して、令和５年度各会計の決算審査及び基金運用状況の審査結果を御報告いたします。 

 意見書につきましては、タブレットのほうにアップしてありますので、そちらを使って

御報告いたします。タブレットのほう、今、開かれると思いますが、令和５年度高鍋町一

般会計・特別会計決算審査意見書のほうをお開きください。この意見書ですが６６枚から

なっておりますので、枚数のほうで言ったほうがいいかと思いますので、６枚目のほうを

お開きください。下のほうにページ数が打ってありますが、ページ数で言えば１ページと

いうことになります。 

 第１、審査の概要ですが、１の審査種類につきましては、地方自治法第２３３条第２項

及び同法第２４１条第５項の規定に基づく決算審査及び基金運用状況審査でございます。 

 ２の審査対象ですけれども、こちらのほうに書いてあります８項目ということになりま

す。 

 審査の期間でございますが、令和６年７月１日から令和６年８月２日までの実質審査日

数１５日間でございました。なお、監査基準に基づき職員に対して審査結果の説明を行い、

講評に対する弁明及び意見の聴取を行いましたが、弁明及び意見はございませんでした。 

 ４に審査の着眼点及び実施内容でございますが、歳入歳出決算書等につきましては関係

法令に準拠して調整されているか、計数は正確か、財政運営は健全か、財産の管理は適正

か、さらに予算が適正かつ効率的に執行されているか等、また、基金の運用状況につきま

しては、基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に

運用されているか等を主眼とし、歳入歳出決算書、附属書類として提出された歳入歳出決

算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書、基金運用状況を示す書類

等について審査し、現地調査も実施いたしました。なお、本審査は高鍋町監査基準に準拠

して実施いたしました。 

 ５の審査の結果でございますが、令和５年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、

歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は関係法令に準
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拠して調整されており、関係諸帳票をはじめ、その他の証拠書類など照合審査した結果、

決算に関する計数はいずれも正確であることを確認いたしました。 

 また、予算の執行、会計事務及び財産の管理など、財務に関する事務の執行は適正に処

理されているものと認められました。 

 さらに、基金運用状況につきましても基金運用状況を示す計数は正確であり、基金の運

用が確実かつ効率的に行われていることを確認いたしました。 

 それでは、それぞれの項目ごとの審査結果につきましては意見書を御覧いただきたいと

思いますが、まず、一般会計から報告いたします。結びにつきましては、４７枚目、

４２ページになりますけれども、そちらに記載しておりますが、説明につきましては主要

な部分の各表を御覧いただきながら御報告したいと思います。 

 それでは、まず８枚目、ページ数で言えば３ページになりますが、それの第２表を御覧

ください。歳入総額Ａは１１３億５,８８４万７,０００円、対前年がマイナスの１億

６,８４０万８,０００円、マイナスの１.５％です。歳出総額Ｂは１０６億９,６９６万

９,０００円、対前年でマイナスの２億２,３４６万７,０００円、マイナスの２.０％とな

っております。実質収支Ｅは５億５,３８６万５,０００円の黒字となっておりますが、実

質単年度収支Ｋは５,５１１万２,０００円の赤字となっております。主な要因としては、

課税免除が終了した誘致企業による課税額の増加や新規太陽光発電設備の増加による固定

資産税の増、また、ふるさと納税寄附金の増があったものの、畜産競争力強化整備事業補

助金の減に伴う県支出金の減や、基準財政収入額の増加分が基準財政需要額の増加分を上

回ったことによる地方交付税の減が挙げられます。 

 続きまして、１０枚目、５ページですけれども、主要財政指標の推移ですけども御覧く

ださい。経常収支比率が８９.１％、対前年で０.５ポイント減でございます。若干ではあ

るんですけれども弾力化の方向に動いてはおります。実質収支比率は１０.６％、対前年

０.１ポイントの増、財政力指数が０.５１２で、対前年０.０１４ポイント低下いたしま

した。公債費比率は７.３％で０.１ポイント悪化しましたが、公債費負担率は１１.５％

と、０.１ポイント改善しております。 

 なお、財政の健全化を判断する実質公債費比率は１０.９％、対前年１.３ポイント減と

改善しており、財政の健全性は保たれているものと判断されます。 

 続きまして、１３枚目、８ページですが、第４表を御覧ください、右のほう、第４表を

御覧ください。歳入の財源別分析ですが、歳入のうち、自主財源は歳入総額の４４.７％

に当たる５０億８,２６２万２,０００円で、対前年５億６,９７８万７,０００円、

１２.６％の増となっており、町税の１億８,３７７万９,０００円増や繰入金の２億

６,７４７万６,０００円増が押し上げております。 

 ちょっと飛びまして、２６枚目、２１ページになりますが、第１７表、左の下のほう、

歳入の財源別分析ですが、歳入のうち、自主財源は……すみません、歳出の性質別分析と

前年度の比較ですが、義務的経費では、扶助費の対前年２億７７６万９,０００円の増な
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どがあり、義務的経費が歳出総額の４７.５％に当たる５０億７,７３８万６,０００円で、

対前年２億２,８００万５,０００円、４.７％の増となっております。投資的経費では、

現年発生災害復旧事業費の減により、災害復旧事業費は対前年減となっておりますが、普

通建設事業費が増となっており、投資的経費全体では、対前年４,９５５万６,０００円の

増となっております。その他の経費ですが、主なところではプレミアム付き商品券発行事

業補助金の減や地方バス路線維持費補助金の減により、補助費等が２億８,７１３万

１,０００円の減となっており、その他経費全体では、対前年５億１０２万８,０００円の

減となっております。 

 続きまして、４６枚目、４１ページになりますけれども、４１ページの左の表ですが、

基金額の推移になっているんですけど、ちょっと表が小さいので大きくして見ていただく

といいかと思います。令和６年５月末の合計残高は５５億１,３４９万８,０００円で、対

前年９７５万７,０００円増となっておりますが、財政調整基金は対前年マイナス

７,３４０万６,０００円、マイナスの４.６％の１５億３,７６７万８,０００円となって

おります。 

 右隣ですが、結びの（２）総括、下半分の部分ですが、今後につきましては後期高齢者

世代の増加、少子化対策や子育て支援により扶助費が加速度的に増大していくものと思わ

れます。また、公共施設整備の老朽化も進んでおり、大型維持補修事業による長寿命化対

策への財源確保も大きな課題であります。加えて、災害等への備えも不可欠であり、ます

ます財政需要を拡大していくものと予想されます。そのため、重要な自主財源である町税

等の徴収努力はもちろんのこと、ふるさと納税による自主財源確保も有効な手段であり、

町の特色を生かした返礼品の開発に努めてもらいたいと思っております。 

 今後の予算編成に当たっては、事業の優先順位や費用に対する便益を精査するとともに

的確な見積りを行い、なお一層の工夫と取組により、効率的かつ効果的な財政運営に努め、

町民の福祉向上と町政の発展に向けて、全職員一丸となって取り組まれるよう期待するも

のであります。 

 続きまして、特別会計を御報告いたします。 

 まず、国民健康保険特別会計ですが、５５枚目、５０ページ右のほう、結びを御覧くだ

さい。国民健康保険加入世帯数は、前年度と比較して１２０世帯減少し、被保険者数も

２４６人減となっております。 

 歳入では、前年度と比較して国民健康保険税が１,３１９万８,０００円増、繰入金が

４１８万９,０００円増となったものの、県支出金が１億６,７２２万９,０００円減とな

り、全体では１億２,１６６万２,０００円の減となりました。歳出では、保険給付費が

１億４,４２５万７,０００円の減、基金積立金が７,１３０万７,０００円の増となり、全

体では８,４８１万６,０００円の減となりました。国民健康保険基金は、令和６年３月末

現在で５億３,３５９万７,０００円積み立てられ、前年度と比較して１,１３８万

１,０００円増となっており、財政状態は安定しております。 
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 また、令和５年度までの保険税の滞納累計額は４,０９２万８,０００円と年々減少して

おり、徴収努力の効果が見受けられます。 

 今後、被保険者の高齢化がさらに進展し、医療の高度化も進み、医療費の増嵩が避けら

れませんが、国民健康保険財政の安定化は最も重要な課題であり、その安定化のために疾

病の予防と健康保険税の的確な収納が求められます。特定健診の受診率向上や健康づくり

の啓発による疾病予防に向けて、なお一層取り組まれるとともに、基金の運用による被保

険者の負担の平準化にも配慮すべきと思料されます。また併せて、引き続き税の収納率向

上対策に努めていただきたいと思います。 

 続きまして、後期高齢者医療特別会計です。５７枚目、５２ページを御覧ください。右

下のほう、結びですが、決算状況は歳入歳出ともに安定しており、今後とも状況と保険制

度の推移を注視しながら運営されることを要望いたします。 

 続きまして、介護認定審査会特別会計ですけども、５９枚目、右下、結びですけれども、

令和５年度の要介護・要支援の申請件数は６４４件で、対前年マイナス１３３件となって

おりますけれども、これは更新期間が延びたために、このような結果となったものです。 

 次に、介護保険特別会計ですが、６２枚目、５７ページ左下の結びですが、第８期介護

保険事業計画最終年に当たる令和５年度の決算は、実質収支１億２３６万円の黒字となっ

ております。真に赤字か黒字かを判断する実質単年度収支も３,５５８万３,０００円の黒

字となり、介護保険事業計画に基づき適正に運営されているものと思料されます。なお、

令和６年３月末現在の基金残高は４億１,５５０万６,０００円であり、財源は確保され安

定した運営となっており、支障はないものと思料されます。 

 今年度の保険給付費は０.５％の減少となり、今後とも高齢化は進捗し、保険給付費の

上昇は避けられないと推測されますが、介護保険の諸事業に積極的に取り組むとともに、

介護を必要とする全ての人々に希望する介護サービスが的確に提供できるように円滑な運

営を図っていくよう望むものであります。 

 続きまして、６４枚目、５９ページですが、一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計ですが、

施設運営は適正に行われており、順当で安定した運営となっております。 

 ６６枚目、西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計ですが、令和５年度は１件の申立

てがありましたが、棄却されました。 

 続きまして、別ファイルになるんですが、令和５年度水道事業会計決算審査意見書。よ

ろしいでしょうか。４枚目を御覧ください。２ページですけれども、これの左のほう、第

１表ですが、ちょっと小さいので大きくしていただくと。令和５年度の給水戸数ですが、

上から５段目くらいですかね。給水戸数が９,２１５戸で、対前年マイナス１戸となって

おりますが、企業活動の活性化による大口給水先の使用水量増により、年間総配水量、年

間総有収水量共に増加しております。 

 １０枚目を御覧ください。損益計算書ですけれども、経営成績につきましては総収益が

４億３,３６２万１,０００円で、対前年２５３万１,０００円、０.５９％の増加、総費用
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のほうも４億３,００４万６,０００円、対前年１４万１,０００円、０.０３％の増加とな

ったことから、当期純利益は３５７万５,０００円で、対前年２３８万９,０００円、

２０１.６７％の増加となっております。 

 右隣の１１枚目の第９表ですけれども、経営状況の財務分析の推移ということですが、

財務分析でも、総収支比率、経常収支比率はまともに経営指標を下回ってはいるものの、

望ましいとされる１００は超えております。また、営業収支比率は経営指標を上回ってい

ることから、比較的良好な経営状況となっております。 

 続きまして、１４枚目、１２ページですが貸借対照表、まず、資産の部ですけれども、

財政状況につきましては、資産の部で固定資産、流動資産共に増加しており、資産合計は

４３億６,３１４万８,０００円、対前年１億１,３６５万７,０００円、２.７％の増加と

なっております。 

 右隣ですが、貸借対照表の負債の部では、固定負債は減少したものの、流動負債、それ

から繰延収益共に増加しており、負債合計は２４億６,８９８万６,０００円で、対前年

１億１,００８万２,０００円、４.７％の増加となっております。 

 １６枚目、貸借対照表の資本金の部ですが、資本金は１６億２,４１４万６,０００円で、

対前年３,２５９万５,０００円、２.０％の増加。剰余金が２億７,００１万５,０００円

で、対前年マイナスの２,９０２万円、マイナスの９.７％となっております。資本合計で

は１８億９,４１６万１,０００円で、対前年３５７万５,０００円、０.２％の増加となり

ました。 

 ２５枚目、右のほうの（２）総括ですが、今後、給水収益の大幅な増加が見込めない中

で、令和５年度の企業債元利償還額が２億１,６４６万６,０００円で、給水収益の

５６.７％と経営指標を大きく上回っており、経営を圧迫する要因として懸念されます。

今後、償還額は減少していくため、経営指標は改善傾向にあると思われますが、経営指標

との比較を行いながら、今後の動向を注意していく必要があります。今後の事業経営に当

たっては、さらに徹底した経営分析を行い、その結果を踏まえ、事業の効率化に向けた取

組で、安心、安全で良質な水の安定供給に向けて町民に信頼される水道事業の執行を要望

するものであります。 

 続きまして、別ファイルの令和５年度高鍋町下水道事業会計。下水道事業につきまして

は、令和５年度が公営企業会計初年度となります。７枚目を御覧ください。ページ数で言

えば５ページですが、８と９、右のほう、８表、９表ですが、総収益対総費用のほうです

けれども、総収益３億４,６４６万２,０００円に対しまして総費用は３億２,３７７万

４,０００円であり、純利益は２,２６８万８,０００円となっておりますが、下の９表の

ほう、これを営業損益で見てみますと、営業収益が１億１７６万５,０００円に対し、営

業費用が２億９,２０１万３,０００円であり、営業損失は１億９,０２４万８,０００円と

なっております。 

 最後のページですが、１７枚目、結びの中段辺りですけれども、右側のほう、公営企業
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はというところですけれども、公営企業は事業の性質上、経営に伴う収入をもって充てる

ことが適当でない経費等については、適正な費用負担区分を前提として一般会計から資金

を繰り入れることが認められており、一般会計のほうから２億６２９万７,０００円が繰

り入れられております。これらは受益と負担の公平性の観点から慎重に取り扱われるべき

ものであり、使用料収入の確保等を的確に把握し、使用料単価と汚水処理原価の差額縮減

に努めていただくようお願いいたします。 

 飛びまして、下のほうですが、本町の人口はというところですね。本町の人口は、今後

も減少傾向にあります。人口減少に伴う使用料収入の減少が予測されますが、管渠やポン

プ施設等の老朽化の進行に伴う更新投資や防災減災を目的とした施設改修に係る費用も見

込まれるなど、経営環境は厳しい状況になると思われます。そのような中で、公共下水道

事業の現状と今後の情勢を的確に見据えながら、衛生的で快適な生活環境を維持し、水質

保全を図っていくためには経営健全化が不可欠であることから、引き続き収益の確保や費

用の抑制の取組を推進し、経営改善につなげられるよう要望いたします。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（永友 良和）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

午前11時34分散会 

────────────────────────────── 


